
豊丘村農業委員会会議録（２月） 

 

１ 開会日時 平成 31年 2月 21日（月） 午前 9時 30分～ 

 

２ 開会場所 役場２階 全員協議会室 

 

３ 出席者 

△…遅刻  □…早退  ×…欠席 

議席 氏  名 出欠 議席 氏  名 出欠 

１ 宮下 幸一 ◯ 11 片桐  緑 ○ 

2 小澤 悦子 ◯ 12 丸山 恒夫 × 

3 原  直子 ◯ 13 代田  務 ○ 

4 丸山 昭臣 ○ 14 松村 雄一 ○ 

5 三澤美恵子 ○ 15 井坪  右 ○ 

6 酒井 富義 × 16 菅沼  忠 ○ 

7 原   豊 × 17 篠塚  努 □ 

8 松村 明彦 ○ 18 松尾  徹 ◯ 

9 壬生 善廣 ○ 19 壬生 和巳 ○ 

10 春日 健司 ○    

 

４ 参与者  営農センター 鹿角 

地域連携推進委員 北澤 （午後の準備要員のため途中退席） 

普及センター 欠席  

 移住定住専任 欠席 

 

５ 事務局  松村・唐澤 

 

６ 議 事  別紙のとおり 

 

７ 閉会時刻 午前 11時 00分   
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本日は事務局長が東京出張で不在ですので、代わって進行の方をさせていた

だきます。 

先般の「語ろう！豊丘の農業」では、皆さんのご協力により成果が上がった

のではないかと思っています。後ほど、会議の中で反省等を出していただき

ますので、忌憚のないご意見をよろしくお願いします。 

午後は、南信州農業委員協議会の「農政講演会」があります。その後、優良

表彰されたみなさんの祝賀会を予定しておりますので、全員のご参加をお願

いします。今日は一日長い日程でありますが、スムーズにできますようご協

力をお願いします。 

では、以降につきましては会長の進行によりお願いします。 

会議録の署名 4番・5番を指名。 

会議に入る前に、欠席者の状況を報告してください。 

欠席者と欠席理由を報告 

それでは議事に入ります。議案（1）農地法に基づく申請の審議について。第

18条と第 5条について事務局から説明をお願いします。 

第 18条について、事務局朗読。 

何か質問はございませんか。かぶちゃんファームの合意解約につきましては

後ほど詳しい説明があります。 

何もないようですので、確認されました。 

続きまして、第 5条に移ります。 

第 5条の№28、29について事務局朗読。 

何か質問はございませんか。 

本案件について、採決をとります。原案どおり認める農業委員の挙手を求め

ます。(全員挙手）全員賛成で認められました。 

続きまして、第 5条の№30に移ります。 

第 5条の№30について事務局朗読。 

何か質問はございませんか。 

現況地目の「介在田」とは？ 

現状耕作している農地であっても、過去に農地転用の許可を受けた経過があ

ると、固定資産税の課税基準がかわるため、このような呼称になります。 

では、本案件について、採決をとります。原案どおり認める農業委員の挙手

を求めます。(全員挙手）全員賛成で認められました。 

続きまして、第 5条の№31に移ります。 

第 5条の№31について事務局朗読。 

この件につきまして、地元委員から説明をお願いします。 

この場所については畑の端であり、転用は問題ないと思われます。消火栓が

ありますが、その消火栓の支障にならないように住宅を建てるそうです。 
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では、本案件について、採決をとります。原案どおり認める農業委員の挙手

を求めます。(全員挙手）全員賛成で認められました。 

 

議案（1）については以上です。 

続いて、議案（2）農用地利用集積計画の策定についてです。 

事務局説明お願いします。 

農用地利用集積計画 新規 15件（28筆）、再設定 3件（4筆）について説明 

内容について地元委員は補足説明ありますか。（なし） 

何か質問はございませんか。（なし） 

№1について、観光農業は借受人が継続するということでよろしいですか。 

借受人は、どのような法人ですか。 

借受人は、過去に村内の農地を借りて葉ネギをつくっていた経過があります。

現在も数か所を借りて耕作しており、きちんとした法人ですので心配はない

です。 

続いて、所有権移転農用地利用集積利用（1件）について説明 

他に質問はありませんか。ないようですので、本案件は認められました。 

以上をもちまして、本日の議案の審議を終了いたします。 

 

 

協議事項及び諸報告 

（1）農業者懇談会「語ろう！豊丘の農業」の反省について 

（2）かぶちゃんファームのその後について 

（3）平成 31年度活動計画について 

（4）2月農地相談 

（5）各種委員会報告 

（6）営農センター・普及センター・移住定住専任から 

（7）その他 

 

午後：南信州農業委員会協議会 農政講演会・優良農業者表彰式 

   12時 30分役場前出発→河野→県道経由→鼎文化センター 

   16：30終了→帰村後 祝賀会 

 

次回農業委員会 平成 31年 3月 22日（金） 午後 1時 30分から 

 

 


